
改訂の経緯

学校施設整備指針とは

改訂の概要

特別支援教育へ転換後の取組の進展
平成１８年６月に学校教育法等の改正が行われ、障害のある幼
児児童生徒の教育の充実を図るため、従来、障害種別ごとに設
置されていた盲・聾・養護学校の制度を、複数の障害種別を教育
の対象とすることのできる「特別支援学校」の制度に転換すること
などが法律上明確に規定されました。この制度は、平成１９年４月
からスタートしました。
制度転換後、特別支援学校においては、障害のある幼児児童
生徒の自立と社会参加に向けて、一人一人の教育的ニーズに応
じた適切な教育を行うための体制づくりや、学校間の連携など
の取組が進められるとともに、地域における特別支援教育のセン
ターとしての機能の充実が図られてきています。
施設面においてもこれらの取組に伴い、必要となる整備が進め

られてきているところですが、特別支援教育の更なる推進のため、
一層の質的向上を図っていく必要があります。

学習指導要領等の改訂
平成２１年３月、子どもたちの「生きる力」をより一層はぐくむこと

を目指し、特別支援学校の学習指導要領等が改訂されました。
今回の改訂は、①幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教
育課程の改善に準じた改善を図るとともに、②障害の重度・重複
化、多様化に対応し、一人一人に応じた指導の一層の充実、③自
立と社会参加を推進するため、職業教育等の充実を図るといった
３つの基本的な考え方に基づき行われており、施設についても対
応が必要です。

社会環境の変化を踏まえた検討
以上のことがらに加えて、特別支援学校に在籍する幼児児童
生徒の増加や、地球温暖化等の環境問題など社会環境の変化
への対応を踏まえ、平成２２年９月から、特別支援学校施設整備
指針の改訂や特別支援学校施設整備の推進方策について検討
が進められ、平成23年3月に特別支援学校施設整備指針が改訂
されました。

「学校施設整備指針」は、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために、計画及び設計において必要となる留意事項を
示したものです。

■一人一人の教育的ニーズへの対応
● �フレキシブルな空間は、教材・教具等の収納に配慮
● ��落ち着きを取り戻すための小空間は、安全性や外部から
の刺激等に配慮

■ �企業等との連携による職業教育の充実等に資す
る空間の整備
● �職業教育のための諸室は、企業等との連携等を考慮し
施設機能を設定

● �作業学習関係諸室は、販売や清掃等の多種多様な活動
が実践的に行える空間等を計画

■学習・生活空間の充実
● �良好な環境条件の確保のため、室温、音の影響等にも配慮
● �幼児児童生徒が休憩、交流等に利用できるスペースをラ
ウンジや廊下等に計画

■連携に配慮した職員室等の整備
● �職員室は、教職員同士の交流や外部の専門家との連携
に配慮

● �必要に応じ、看護師のためのスペースを職員室や保健室
等の一部又は隣接した位置に計画

■センター的機能の充実や地域交流への対応
● �保護者等に対する相談対応・情報提供を果たすよう施設
環境を整備

● �多目的教室等は、地域との交流等における利用を考慮

■学習指導要領の改訂への対応
● �理数教育、言語活動、外国語活動、運動などのための環境の充実

■情報環境の充実
● ��各室・空間において、コンピュータ等の情報機器や校内
ネットワークの導入に配慮

■特別支援学校の幼児児童生徒数の増加への対応
● �関係機関と連携し、障害のある幼児児童生徒数の推移
等を踏まえた適切な規模の計画

● �高等学校等の既存施設を転用する場合、当該既存施設
の特性、幼児児童生徒一人一人の特性等を把握・分析
して施設機能を設定、また屋外運動施設等の既存施設
の機能の積極的な活用に配慮

■環境面への配慮
● �環境負荷の低減等を考慮し、教材としての活用や温室効
果ガス排出量削減など施設環境の一層の充実

特別支援学校施設整備指針の改訂について
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秋田きらり
支援学校

寄宿舎棟

大体育館

盲学校

共用棟

職員室

交流ホール

ランチ
ルーム

厨房
肢体不自由

病弱
学部 児童生徒数 クラス数
小学部 35（29） 18（14）
中学部 32（28） 13（11）
高等部 29（28） 12（11）
合計 96 －

■ 建築主 ／秋田県
■ 所在地 ／〒010-1407 秋田県秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢3番127
■ 敷地面積 ／ 120,000㎡（療育部門含む）
■ 建築面積 ／ 23,598㎡（療育部門含む）
■ 延床面積 ／ 28,470㎡（療育部門含む）
■ 構造・規模 ／鉄筋コンクリート造（一部鉄骨、木造）　2階建
■ 施工期間 ／平成18年10月～平成22年9月

※平成23年5月現在
※（　）内は、重複障害学級の児童生徒数と
　クラス数（内数）

秋田県立盲学校

秋田県立秋田きらり支援学校

秋田県立聾学校

視覚障害
学部 幼児児童生徒数 クラス数
幼稚部 3（1） 2 （1）
小学部 2（1） 2 （1）
中学部 2（1） 2 （1）
高等部 8 5 
専攻科 19 7 
合計 34 －

聴覚障害
学部 幼児児童生徒数 クラス数
幼稚部 2 1
小学部 15（3） 6（2）
中学部 7（1） 3（１）
高等部 10（3） 4（2）
専攻科 7 3
合計 41 －

障害種の異なる３つの特別支援学校と隣接する医
療療育センターが集結し、連携して幼児児童生徒を支
援する。３校の共用の玄関に設置された交流ホール
には、各校の幼児児童生徒の作品が展示され、各校
の幼児児童生徒、教職員、保護者の交流が図られてい
る。また、地域の人 も々交流に訪れる。

障害が異なる幼児児童生徒が集う
校舎だからこそ生まれる支援と交流

■  学習・生活空間の充実
■  一人一人の教育的ニーズへの対応
■  連携に配慮した職員室等の整備

玄関前の交流ホールには幼児児童生徒の作品が展示され、地域の人も訪れる

施設全体の特徴

あきた総合支援エリアかがやきの丘
は、県立の盲、聾、肢体不自由及び病
弱の3つの特別支援学校と県立医療
療育センターで構成されている。それ
ぞれが独立した校舎を有し、障害種に
応じたきめ細かい指導を実施している。
一方、３校を結ぶ施設となる共用棟に
は、玄関、職員室、ランチルーム、大体育
館、プールなど、３校の共用施設が整備
され、交流の場となっている。

交流・学習空間の充実

共用の玄関は、登下校時間が重なる
３校の幼児児童生徒の安全に配慮し、
ゆったりとした広い空間が確保されてい
る。また、玄関を共用することで幼児児
童生徒だけでなく、保護者にとっても障
害の異なる幼児児童生徒の様子を知り、
コミュニケーションを図る事ができる場
所になっている（❶）。
ランチルームも３校が合同で食事が
できるよう、広い空間が確保されており、

昼食時には3校の幼児児童生徒でにぎ
わう（❷）。３校とも室内には、体調管
理や医療的ケアのため、冷暖房と加湿
システムが整備されている（秋田きらり
支援学校は一部、廊下にも整備）。冷
暖房・加湿システム共通の吹き出し口
は天井に設置され、空気の循環に配慮
している。室内のスイッチで個別調整も
可能であり、体温調節が困難な幼児児
童生徒にとっても、良好な環境が得られ
る（❸）。

あきた総合支援エリア
かがやきの丘
（秋田県立盲学校、秋田県立聾学校、
  秋田県立秋田きらり支援学校）

秋田県

計画に見られる指針改訂のポイント
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■配置図

学習・生活空間の充実

▲ ▲ 交流空間の充実と良好な学習環境

❷ ランチルームは、３校の幼児児童生徒が合同で食事ができるよう、広い空間が確保されている。

❶ 共用の玄関は、登下校時の３校の幼児児童生徒の安全に配慮して、ゆったりとした広い空間が確保され
ている。送迎の保護者の交流の場にもなっている。

❸ 室内には体調管理や医療的ケアのた
め、冷暖房と加湿システムが整備され
ている。共通の吹き出し口は天井に設
置され、空気の循環に配慮している。

室内のスイッチ
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事例集の使い方

施設の規模や、幼児児童生徒数等、
学校の基礎データを示しています。

事例として取り上げられた特別支援学校施設の計画に
見られる施設整備指針改訂のポイントを示しています。

校長、教職員、設計者、検討委員会委員の
視点から施設の紹介を行っています。

施設全体の特徴を
まとめています。

事例として取り上げられた特別支援学校施設の
計画に見られる施設整備指針改訂のポイントを
図表や写真を用いてわかりやすく示しています。

学校ごとに対象となる障害
種が色付けされています。

視覚障害…�…■赤
聴覚障害…�…■オレンジ
知的障害…�…■緑
肢体不自由…�■青
病弱…�………■紫
※�病弱には身体虚弱を含みます。
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掲載ページ 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

一人一人の教育的ニーズへの対応 ● ● ● ● ●

企業等との連携による職業教育の充実等に資する空間の整備 ● ● ● ●

学習・生活空間の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

連携に配慮した職員室等の整備 ●

センター的機能の充実や地域交流への対応 ● ● ●

学習指導要領の改訂への対応 ● ●

情報環境の充実 ● ● ● ●

特別支援学校の幼児児童生徒数の増加への対応 ● ● ●

環境面への配慮 ● ●

この事例集で紹介する特別支援学校施設の計画に見られる
今回の施設整備指針改訂のポイント

これからの特別支援学校施設　特別支援学校施設整備指針の改訂を踏まえて 3




